
資料１

中部地方整備局事業評価監視委員会（平成18年度第3回）
議 事 概 要

１．日 時 平成１８年１１月１４日（火）１３：３０～１６：３０

２．場 所 名古屋銀行協会 ５階大会議室

３．出席者
○委 員

浅岡委員長、加藤副委員長、黒田委員、杦田委員、竹内委員
中島委員、林委員、藤田委員、森川委員

○中部地方整備局
局長、山口副局長、上田副局長、総務部長、企画部長、
建政部長、河川部長、道路部長、港湾空港部長 他

○独立行政法人 水資源機構
青山理事長、中部支社長、徳山ダム建設所長

４．議事
１）挨拶 中部地方整備局長
２）平成１８年度 第２回委員会の議事概要の確認
３）再評価対象事業の審議等
①海岸事業

伊勢湾西南海岸
津松阪港海岸

②道路事業
岐阜南部横断ハイウェイ一般国道２１号岐大バイパス
一般国道１５６号岐阜東バイパス
静岡東西道路一般国道１号静清バイパス
一般国道１号富士由比バイパス

４）報告
①徳山ダム建設事業の報告

５）議事概要の確認、その他

５．配布資料
・委員会開催資料（委員会議事次第、配布資料一覧、委員名簿、配席図）
・資料 １ 平成１８年度 第２回議事概要
・資料 ２ 再評価対象海岸事業概要
・資料 ３ 再評価対象道路事業概要
・資料 ４ 伊勢湾沿岸海岸事業（伊勢湾西南海岸・津松阪港海岸） 説明資料
・資料 ５ 岐阜南部横断ハイウェイ一般国道２１号岐大バイパス 説明資料
・資料 ６ 一般国道１５６号岐阜東バイパス 説明資料
・資料 ７ 静岡東西道路一般国道１号静清バイパス 説明資料
・資料 ８ 一般国道１号富士由比バイパス 説明資料
・資料 ９ 徳山ダム建設事業に関する報告

６．主な審議結果等
（１）平成１８年度 第２回委員会の議事概要について、資料－１のとおり確認された。

（２）海岸事業
○河川部及び港湾空港部より説明された海岸事業２件の再評価対応方針（案）について
は、以下のとおりとする。

伊勢湾西南海岸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・了承
津松阪港海岸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・了承



（３）道路事業
○道路部より説明された道路事業４件の再評価対応方針（案）については、以下のとお
りとする。

岐阜南部横断ハイウェイ一般国道２１号岐大バイパス・・・了承
一般国道１５６号岐阜東バイパス・・・・・・・・・・・・了承
静岡東西道路一般国道１号静清バイパス・・・・・・・・・了承
一般国道１号富士由比バイパス・・・・・・・・・・・・・了承

（４）委員より出された意見・質問及びその回答
項 目 意見・質問 回答及び対応方針

、 、海岸事業 浸食の原因は何か。養浜はどれだけ 浸食は 河川からの土砂流出の減少
の効果が期待出来るのか。 海岸線の構造物による土砂移動の遮

断が原因である。現在の養浜実施箇
所では侵食は起きていないが、今後
も継続的にモニタリングを実施して
いく。

要対策箇所の選定基準は何か 今後 全区間の堤防が著しく老朽化が進ん。 、
背後地に民家が無いところは対策箇 でおり、堤防の改築は、必要不可欠
所から外すのか。 である。また、耐震(液状化)対策も

必要とされる区間があることから、
あわせて耐震対策の整備を実施して
いる。
これらの要対策区間の背後地に人家
が無くとも、対策箇所から外すこと
はない。
なお、本質問は、伊勢湾西南海岸を
事例にされたものであると思いま
す。伊勢湾西南海岸の直轄事業の採
択にあたっては、全区間延長11kmに
ついて、高潮による想定被害額等を
用いて費用便益比を算出し、投資に
見合う効果が得られることも踏まえ
事業を実施している。

２つの事業の進捗率の違いは、背後 高潮による浸水は広範囲に被害を与
の土地利用の違いによるものなの えるため、それ以外の地区でも事業
か。 の必要性は高いが、人家密集地等は

優先的に整備を進めている。尚、津
松阪港海岸は背後地に人家等が多い
ため、伊勢湾西南海岸より事業の進
捗が進んでいる。

事業の全工区が完成しないと便益が 隣接する未完成工区から氾濫した海
発生しないように評価されているが 水の回り込み等による被害が発生す
一部の工区が完成すれば効果が出て ることも想定し、このような評価と
いるのではないか。 している。
前回の再評価時にどのような意見が 伊勢湾西南海岸では、建設発生土の
あり、それに対し、どのような対応 養浜材への利用を進め、コスト縮減
をされているのか。 に努めるように意見があり、現在、

対応しているところである。
津松阪海岸については事業自体に特
段の意見をいただいていないもの
の、海岸事業全般に渡り、国土交通
省として、港湾・海岸・河川などの
連携を密接にするよう意見をいただ
いており、これについて常に念頭に
置きつつ、事業の執行に努めている
ところである。

Ｂ／Ｃについて津波は評価しなくて 高潮と津波の両者を合わせ評価する
良いのか。 と重複したものになってしまう。

道路事業 維持管理費用が全体事業と残事業で 部分供用がなされていない事業にあ
一緒となるのはどのような場合か。 っては、全体事業と残事業で維持管



理費は同じとなる。
全体事業と残事業において、with、 静清、富士由比BPにおいては、全体
withoutの考え方はどのようになっ 事業では暫定２車線供用後の状態を
ているのか。 without、立体４車線供用をwithと

している。残事業では現在の状態を
withoutとし、withは立体４車線供
用としている。
岐大BPは、全体事業では暫定４車線
供用後の状態をwithout、全線事業
完成をwithとしている。

、 、岐阜東BPは BP整備無しをwithout
有りをwithとしている。

静清BPの一部を平面で整備したのは 静清BPについては、事業化時は平面
何故か。 で計画されており、初期に整備した

ところが現在平面となっている。そ
の後、立体化による計画の見直しを
行い、整備を進めている。

静清BPの４車線化にあたっては、第 静清BPの将来計画は、第二東名が出
二東名の計画や現状での工夫も考慮 来ていることを前提に計画してい
して、４車線化を検討する必要があ る。静清BPは将来推計で専用部と街
るのではないか。 路部を合わせて７万台の交通量があ

り、専用部は５万台を超える交通量
があることから４車線必要である。
このうち3/4は地域内交通、通過交
通は1/4と推計されている。

道路設計において一律に設計されて 今回の４件はすべて平地部の幹線道
いるように思うが、規格化が合理的 路であり、道路構造令に基づき80km
とは限らず、地域の特性に合わすこ /h・４～６車線で設計しているが、
とで経済的な場合もあるのではない 同様の幹線道路であっても、山間地
か。 で50km/h・２車線で設計しているよ

うな場合もある。
また、地方自治体が管理する道路で
は交通量に合わせ、1.5車線での整
備も行っている。

設計速度と制限速度は同じであると 設計速度は道路の規格等から事業者
考えて良いか。資料から環境的にも が決定しているが、制限速度は公安
60km/hが理想と思われる。 委員会で決定される。また、車速と

環境のデータの関係については、大
型車の性能向上を反映した、新しい
データが示されており、60km/hと80
km/hで大きな差はなくなっている。

事業名から事業の内容が判るような 検討します。
工夫をしてほしい。事業名の定義を
厳密にした方がよい。
事業の進捗に合わせ、最大の効果が 了解しました。
出るよう常に見直しをお願いした
い。

７．報告事項
（１）徳山ダム建設事業の報告
○水資源機構より、徳山ダム建設事業について報告を受けた。

意見・質問 回答
今回の不適切事案については、さらなる事実解明が必要で
ある。単に補償金の返還で終わりにするのではなく、民事 －
・刑事を問わず法の下で全ては執行されているという強い
姿勢で対処することが必要である。

、 、公共事業において 国民の理解と協力を得ていくためには
公金の使途が適正であるということが必要不可欠な条件で



ある。補償金の問題に関して言えば、受け入れられない補
償要求には、毅然とした態度で筋を通す、これが一番大事
である。不正あるいは不公平な金員の流れは絶対にあって
はならない。そうでないと、圧倒的多数の正当に公正に補
償を受けてきた人々に対しても面目が立たない。今回の事
案では、理事長が先頭に立って真相究明とか再発防止に励 －
まれておられるということについては敬意を表します。し
かし、まだまだやることがあるのではないか。現場職員が
なぜそのようなことをせざるを得なかったのか、機構の幹
部職員は現場職員のもっと心の中にまで立ち入って、真相
究明に努め、出すべき膿は全部出しきって、そういうこと
によって上司、職員の相互信頼をもっと強めていっていた
だきたい。このことを強く事業評価委員会としては要望す
る。


